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議員提出議案第５号 

区長の専決処分事項の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和６年１０月１８日 

提出者 世田谷区議会議員 和田 ひでとし 

青 空 こうじ  阿久津   皇  石 川 ナオミ  石 原 せいじ 

いたい ひとし  大 庭 正 明  岡 川 大 記  岡 本 のぶ子 

お の みずき  オ ル ズ グ ル  加 藤 たいき  神 尾 り さ 

上 川 あ や  川上 こういち  河 村 みどり  くろだ あいこ 

河 野 俊 弘  坂 口 賢 一  坂 本 みえこ  桜 井 純 子 

佐 藤 ひろと  佐 藤 正 幸  佐 藤 美 樹  宍 戸 三 郎 

下 山 芳 男  関 口 江利子  そのべ せいや  たかじょう訓子 

高 橋 昭 彦  田 中 優 子  津 上 仁 志  つるみ けんご 

中 里 光 夫  中 塚 さちよ  中 山 みずほ  畠 山 晋 一 

羽 田 圭 二  原 田 竜 馬  ひうち 優 子  ひえしま  進 

平 塚 けいじ  福 田 たえ美  藤 井 ま な  真鍋 よしゆき 

み や かおり  桃 野 芳 文  山口 ひろひさ  若 林 り さ 

世田谷区議会議長 

おぎの けんじ 様 

 

（説明） 議会の議決を得た契約に係る契約金額の変更について上限額を設ける必要

があるので、本案を提出する。  
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区長の専決処分事項の指定について 

１ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和７

年１月１日以後区長が専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。 

⑴ 区が提起する訴えで、その訴訟の目的の価額が３００万円以下のもの 

⑵ 区が当事者である和解で、その目的の価額が３００万円以下のもの 

⑶ 法律上区の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が３００万円以下のもの 

⑷ 議会の議決を得た契約に係る当該契約金額の２割以内の増減。ただし、当該契

約金額の増額については、その差額が世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年３月世田谷区条例第１５号）第２条

に規定する額未満のものに限る。 

⑸ 議会の議決を得た契約に係る当該契約の期間又は期限の１月以内（当該契約の

期間又は期限が１８月を超える場合にあっては、２月以内）の延長 

２ 議会の議決を得た契約で、当該契約金額が５０億円未満のものについては、前項

第４号ただし書の規定は、令和７年１２月３１日までの間、適用しない。 

３ 区長の専決処分事項の指定について（平成３年１１月１２日世田谷区議会議決）

は、令和６年１２月３１日限り廃止する。 


